
和歌山中央医療生活協同組合の事業と活動は、 

組合員お一人お一人の大切な出資金によって支えられています。 
 
和歌山中央医療生協の病院・診療所・介護事業所をご利用いただ

きありがとうございます。また、組合員活動、サークル活動にご参

加いただきありがとうございます。生協は組合員が出資・利用･

運営する組織です。健康とより良いくらしを実現するために、

たくさんの人たちが協力し合って運営しています 
 
お預かりした出資金は､組合員の皆様のご要望に

お応えする為､新しい検査機器の購入や病院、診療

所、介護事業所の増設、改修など事業の資金、運動

や活動の資金として利用させていただいています。 

そのため加入時だけでなく、定期的に増資していた

だくことが安定した運営につながります。 
  

自動積み立て増資のご案内（サークルや班会での集金による積み立て増資も可能です。） 
 
自動積み立て増資とは、毎月決められた金額（1口 300 円×5 口＝1500 円以上）でご指定の口座から

引き落としされ、出資金として積立てられる増資です。計画的に増資いただけます。 

申込み方法は下記「自動積み立て申込者」にコースと期間を記入し、別紙「預金口座振替依頼書」と共

に返信用封筒に入れ、病院・診療所・介護事業所の窓口、もしくは医療生協本部事務局までお出し下さい。 

出資金通帳への記帳は本部にご持参いただければ行います、なお、毎年、残高通知をお送りいたしま

す。引き落としはそれぞれの月の２７日に、申込み後の翌々月からおこないます、引き落としを中止する場

合は 2週間前までに下記にお電話ください、集金による積み立て増資は下記にご相談下さい。 

お問い合わせ ： 和歌山中央医療生活協同組合 事務局 まちづくり組合員活動推進部 073－474－5121 

 

  自動積み立て申込書 

申込日 年   月   日 口 円（5口以上、1500円以上） 

組合員番号 
 を（ 毎月・ 隔月・ 3ヶ月に1回・ 半年に1回 ） 

積み立てます。 ↑○を付けて下さい  

フリガナ  フリガナ  

氏 名 

 

住 所 

 

 

以下は記入しないで下さい 

添付書類（☑して下さい）  □預金口座振替依頼書  

 

 

受付 入力 

  

 

下記の太枠内をご記入下さい。 

TEL 

〒（        ） 

印 



出資金 Q&A 

Ｑ１：出資金ってなに？ 

Ｑ２：利用・運営参加と結びついた出資金 

Ｑ３：「出資金」と「会費」 

Ｑ４：出資金と医療法 

Ｑ５：加入時の出資金 

Ｑ６：脱退の手続きは？減資はできるの？ 

Ｑ７：なぜ増資が必要なの？ 

和歌山中央医療生活協同組合 事務局 まちづくり組合員活動推進部 073－474－5121 

医療生協は「丈夫で長生きするために自分や家族の健康づくりをすすめよう。そしていざというとき、安

心してかかれる病院を持ち運営したい」。こんな思いの人がお金を持ち寄り、つくった組織です。そのお

金のことを出資金といいます。 

 

出資金は組合員が自分たちのために出しあい、自分たちの事業をすすめるための元手（もとで）です（消

費生活協同組合法）。組合員の出資金は、和歌山中央医療生活協同組合のエネルギーとして病院・診療

所の施設や医療機器の充実、地域での健康づくりやまちづくり運動の発展のためにつかわれます。 

組合員は出資・利用・運営参加に主体的、積極的にかかわっていきましょう。 

サークルなどの会費は期間や金額がきまっていて、定期的に納め、使われたらそれで終わりです。しか

し、生協の「出資金」は加入している間、医療生協の事業のために預けておくもの。医療生協は、その

「出資金」を元手に、事業をすすめています。「出資金」は、組合員みんなの共有の運営資金です。 

医療生協は「消費生活協同組合法」と「医療法」によってその性格と役割りが定められています。医療

機関は、組合員以外の人も多く利用しており、また、医療活動は診療報酬や健康保険などにより、生協

以外の制約を多く受けています。そのために出資金の「配当」はできません。班活動や健診など、医療

生協の活動に参加することでメリットを実感していただいています。 

1 口 300 円ですが、初回になるべく 6,000 円からお願いしています。医療生協の活動にふれ、良さを実

感していただいたら、増資をお願いします。少しずつ、毎月の積み立て増資がわかりやすいですね。 

転居・死亡などで医療生協を脱退される場合は、出資金は全額返済されます。出資金の減少につい

て、原則「生協法」では「組合員がやむを得ない理由により出資口数を減少しようとするときは、事業年

度末の 90日前（12月末日）までに、減少しようとする出資口数を予告し、その事業年度の終わり（3 月

末日）に減少することができる」となっています。減資をご希望の方はまちづくり組合員活動推進部

（073－474－5121）にご相談下さい。 

Ｑ２で述べたように、出資金は組合員がやりたいことを実現するための「元手」です。医療生協の健全な

運営のためには「借り入れ」をなるべく少なくし、「元手」を多くすることが必要です。 

 



  



 


